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Ⅳ 既に採択されている方へ

１．平成２４年度に継続が予定されている研究課題（以下「継続研究課題」という。）の取扱いについて

継続研究課題については、応募書類の提出は必要ありません（なお、科研費の交付を受けるためには、

交付内定通知受領後、交付申請書等の必要書類を作成し、提出する必要があります。）。

２．学生が研究代表者となっている継続研究課題の取扱いについて

大学院生等の学生は、科研費に応募することができません。このため、学生については、その所属する

研究機関又は他の研究機関において研究活動を行うことを職務として付与されている場合であっても、応

募することができません。

ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者（例：大学教員

や企業等の研究者など）で、学生の身分も有する者については、ここでいう「学生」には含まれません。

３．研究成果報告書の未提出者が研究代表者となっている継続研究課題の取扱いについて

新規研究課題と同様、研究終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研費の

交付等を行いません。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を行う

ことがあります。

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている者が理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、

提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。
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Ⅴ 研究機関の方へ

１ 「研究機関」としてあらかじめ行っていただくべきこと

(1) 「研究機関」としての要件と指定・変更の手続き

研究者が、科研費に応募するためには、「研究機関」に所属していることが必要です。

ここで言う「研究機関」として、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条では、

1)大学及び大学共同利用機関

2)文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの

3)高等専門学校

4)文部科学大臣が指定する機関（注）

という４類型が定められています。

（注）1)から3)に該当しない機関が、研究機関となるためには、まず、文部科学大臣の指定を受け

る必要がありますので、事前に文部科学省研究振興局学術研究助成課に御相談ください。

また、文部科学大臣の指定を受け、既に研究機関として認められている機関が、次の事項の

いずれかについて変更等を予定している場合には、その内容を速やかに文部科学省研究振興局

学術研究助成課に届け出てください。

① 研究機関の廃止又は解散

② 研究機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

③ 研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織を定めた法令、条例、寄附行為その他の

規約に関する事項

また、研究者が科研費による研究活動を行うためには、研究機関は、以下の要件を満たさなければなり

ませんので御留意下さい。

＜要件＞

①科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること

②科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと

(2) 所属する研究者の応募資格の確認

科研費に応募しようとする研究者は、下記①及び②を満たさなければなりません。また、本研究種目

に応募する者は、応募時点において、応募資格を有するほか、次頁の要件のいずれかに該当する者である

ため、研究機関において十分に確認をしていただく必要があります。

なお、大学院生等の学生は、その所属する研究機関又は他の研究機関において研究活動を行うことを

職務として付与される場合であっても、応募することができません。

科研費に応募しようとする研究者が満たさなければならない応募資格（9～10頁参照）

① 応募時点において所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると認

められ、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること。

＜要件＞

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者（有給

・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのもの

を主たる職務とすることを要しない。）であること

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している場合は

除く。）

ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本

務とする職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者など）で、学生の身分も有する場

合を除く。）
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② 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正な使用、不正な受給又は不正行為を行ったとして、平

成２４年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないこと。

科研費被雇用者は、通常、雇用契約等において雇用元の業務に専念する必要があります。このため、雇

用元の業務に充てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。

ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつ、その時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行

おうとする場合には、次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することが可能です。

・ 科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定

められていること

・ 雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間やエフォートによって明確

に区分されていること

・ 雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究に充てることができる時間が十

分確保されていること

＜要件＞

Ａ）文部科学省及び日本学術振興会が平成２３年９月に公募を行った研究種目の応募締切日（平成２３

年１１月１０日）の翌日以降に科学研究費助成事業の応募資格を得たため、当該研究種目に応募で

きなかった者

（例えば、平成２４年４月１日に研究機関の研究者として新たに採用された者や、外国から帰国し

研究機関の研究者として新たに採用された者など）

Ｂ）平成２３年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、文部科学省及び日本学術振興

会が平成２３年９月に公募を行った研究種目に応募できなかった者

注１）上記 Ａ）の要件を満たすかどうかについて疑義がある場合（研究者情報の登録等を含む。）、

研究機関を通じて日本学術振興会研究事業部研究助成第二課に問い合わせしてください。

注２）上記 Ｂ）の要件を有する者のうち、平成２３年１１月１０日以前にe-Radに「科研費の応募資

格有り」として研究者情報が登録されたことがある者は、次のことを明記した書類（様式任意）を

平成２４年４月２７日（金曜日）１７時（必着）までに所属する研究機関を通じて日本学術振興会

研究事業部研究助成第二課に提出してください。

１．機関番号

２．機関名

３．機関の長の職名、氏名、押印

４．当該研究者の研究者番号

５．当該研究者の氏名（漢字等及びカタカナ）

６．平成２３年９月に公募が行われた科学研究費助成事業に応募できなかった理由（１００文字

以内で産前産後の休暇又は育児休業の期間を明記すること）

７．事務担当者の連絡先（課・係等、氏名及び電話番号）

※ 応募資格を有する者の例示等については10～11頁を参照してください。

(3) 研究者情報のe-Radへの登録

応募しようとする研究代表者は、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されてい

る者でなければなりません。

応募に当たって必要な研究者情報の登録（更新）は、所属研究機関の担当者がe-Radを利用し、手続き

を行うこととしています（既に登録されている者であっても登録内容（「所属」、「職」等）に修正すべき

事項がある場合には正しい情報に更新する必要があります。）。

具体的な登録方法については、e-Radの「所属研究機関用マニュアル（科研費の研究機関用）」を確認し

てください。

なお、e-Radによる研究者情報の登録については、登録期間（期限）を設けていませんので、随時可能

となっています。



- 38 -

また、応募書類提出期限より後に研究計画調書の提出（送信）があっても受理しませんので、時間に十

分余裕を持って提出（送信）できるよう、早めに研究者情報の登録（更新）を完了するようにしてくださ

い。

本手続については、応募に当たって研究機関内での取りまとめに支障を来さないよう、研究機関が行う

重要手続きの一つとして位置付け、諸手続（研究機関内での周知等も含む。）を行うようにしてください。

(4) 研究機関に所属している研究者についてのＩＤ・パスワードの確認

研究者が科研費に応募するには、e-Radにログインした上で電子申請システムにアクセスして手続を行

う必要があるため、研究者はe-RadのＩＤ・パスワードを保有していなければなりません。

このため、研究機関は、応募を予定している研究者について、その有無を確認していただく必要があり

ます。特に、応募を予定している研究者が他の研究機関からの異動者である場合は、異動前の研究機関か

ら付与されたＩＤ・パスワードは使用できませんので、あらためて所属する研究機関が付与する必要があ

ります。

研究機関は、応募を予定している研究者でＩＤ・パスワードを有していない者がいる場合には、次の

ような対応をしていただく必要があります。

① 研究者にＩＤ・パスワードを付与するためには、研究機関は、研究機関用の電子証明書及びＩＤ

・パスワードを有していることが必要です。これらを取得されていない場合には、まず、e-Radポー

タルサイトより登録様式をダウンロードし、書面により登録申請を行ってください。

なお、登録申請から「研究機関用のＩＤ・パスワード」が到着するまで、２週間程度かかります。

※１．e-Radの電子証明書及びＩＤ・パスワードの取得については、e-Radホームページ「システム利

用に当たっての事前準備」（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html）で確認してく

ださい。

※２．既にe-Radの電子証明書及びＩＤ・パスワードを取得している研究機関は、再度取得する必要

はありません。

※３．取得した電子証明書及びＩＤ・パスワードは、科研費のすべての研究種目共通で使用すること

ができますので、研究種目毎に取得する必要はありません。

② 研究機関用のＩＤ・パスワードを取得後、研究代表者として応募を予定している研究者に対し、

研究機関においてＩＤ・パスワードを付与してください。各研究者のＩＤ・パスワードは、e-Rad

に研究者情報を登録することにより発行されます。具体的な付与の方法については、e-Radの「所

属研究機関用マニュアル（科研費の研究機関用）」を確認してください。

※１．一度付与した研究者のＩＤ・パスワードは研究機関を異動しない限り使用可能です。

※２．既にe-RadのＩＤ・パスワードを付与した研究者に対しては、再度付与する必要はありません。

※３．e-Radの操作マニュアルは、必ず最新版を取得して利用してください。

(5)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備

等の自己評価チェックリスト」の提出

科研費に応募する研究機関については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に

基づき、公的研究費の管理・監査体制を整備し、その実施状況を報告しなければなりません。

したがって、今回公募する研究種目に応募する研究機関（既に科研費の継続課題がある研究機関を含む。）

については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整

備等の自己評価チェックリスト」を平成２４年４月１９日（木）までにe-Radを使用して文部科学省研究振

興局振興企画課競争的資金調整室に提出してください。提出がない場合には、電子申請システム上で、当

該研究機関に所属する研究者の応募が認められませんので、注意してください。

なお、平成２３年４月以降に、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争

的資金等の応募の際に、e-Radを使用して既に同チェックリストを提出している場合には、改めて提出する

必要はありません。
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e-Radの使用に当たっては、研究機関用の電子証明書及びＩＤ・パスワードが必要になります。

また、e-Radを使用したチェックリストの提出方法や様式等については、以下の問い合わせ先のホームペ

ージを参照してください。

注）チェックリストの提出後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含む。）による体制整備等の状況に関する現地調査に御

協力いただくことがあります。

＜問い合わせ先＞

（ガイドラインの様式・提出等について）

文部科学省 研究振興局 振興企画課 競争的資金調整室

e-mail: kenkyuhi@mext.go.jp

【ＵＲＬ】http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm

（e-Radへの研究機関登録について）

府省共通研究開発管理システム ヘルプデスク

０１２０－０６６－８７７ (受付時間 9:30～17:30 ※土曜日、日曜日、国民の祝日及び

年末年始（12月29日～1月3日）を除く)

【ＵＲＬ】 http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html

(6) 研究成果報告書の提出について

研究成果報告書は、研究者が所属する研究機関が取りまとめて提出することとしています。研究終了後

に研究成果報告書を理由なく提出しない場合には、以下のとおり取り扱うことがありますので、研究機関

の代表者の責任において、研究成果報告書を必ず提出してください。

・ 研究終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研費の交付等を行いませ

ん。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を行うことがあるほ

か、当該研究者が所属していた研究機関の名称等の情報を公表する場合があります。

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている者が研究成果報告書を理由なく提出しない場合に

は、当該研究者の提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。

(7) 公募要領の内容の周知

公募要領の内容については、あらかじめ広く研究機関内の研究者の皆様に対してその内容を周知してく

ださい。特に、記載事項や応募書類の提出期限などについては、誤解の無いように周知をお願いします。

なお、公募要領については、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ（http://www.jsps.go.jp

/j-grantsinaid/index.html）でも御覧いただけますので、御利用ください。
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２ 応募書類（研究計画調書）の提出に当たって確認していただくべきこと

研究計画調書については、それぞれの研究機関ごとに内容を確認し、日本学術振興会へ提出していただ

くこととしています。その際、次の点には特に注意してください。

(1) 応募資格の確認

研究計画調書に記載された研究代表者が、この公募要領に定める要件(9～10頁参照)を満たす者である

とともに、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されているか確認してください。

なお、その際、科研費の不正な使用等に伴い科研費の交付対象から除外されている者でないことにつ

いても必ず確認してください。

(2) 研究者情報のe-Radへの登録の確認

応募しようとする研究代表者は、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されてい

る者でなければなりません。

応募に当たって必要な研究者情報の登録（更新）は、所属研究機関の担当者がe-Radを利用し、手続き

を行うこととしています。

既に登録されている者であっても登録内容（「所属」、「職」等）に修正すべき事項がある場合には正し

い情報に更新する必要がありますので、十分確認してください。

(3) 研究代表者への確認

研究計画調書に記載された研究代表者が、この公募要領に定める「Ⅱ 公募の内容」を確認した上で研

究計画調書を作成していることを確認してください。

(4) 応募書類の確認

応募書類は、所定の様式と同一規格であるか確認してください。

なお、応募書類の様式等は以下のとおりです。

研究計画調書

研究種目 前半 後半

応募情報（Web入力項目） 応募内容ファイルの様式

研究活動スタート支援 「電子申請システム」に Ｓ－１－１７
入力
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３ 応募書類（研究計画調書）の提出等

(1)e-RadのＩＤ・パスワードによりe-Radにログインした上で「電子申請システム」にアクセスし、研究代
表者が作成した研究計画調書（ＰＤＦファイル）の情報を取得し、その内容等について確認してください。

(2)内容等に不備のないすべての研究計画調書（ＰＤＦファイル）について承認処理を行ってください。（日
本学術振興会に研究計画調書（ＰＤＦファイル）を提出（送信）したことになります。）

【研究計画調書の提出（送信）期限】

平成２４年５月１１日（金）午後４時３０分（厳守）

※上記の期限より後に提出（送信）があっても受理しませんので、時間に十分余裕を持って提出

（送信）してください。

※応募書類の提出（送信）後に、研究計画調書等の訂正、再提出等を行うことはできません。

(3)e-Radで使用する電子証明書やＩＤ・パスワードについては研究機関や個人を確認するものであること

から、その取り扱い、管理についても十分留意の上、応募の手続を行ってください。

なお、電子申請手続の概要は以下のとおりですが、その詳細は、電子申請システムの「操作手引」を参

照してください。

電子申請手続の概要

【応募者（研究代表者）の所属する研究機関の担当者】

１ 応募者の所属研究機関担当者は、応募者にe-RadのＩＤ・パスワードを発行する。

【応募者（研究代表者）】

２－① 応募者は受領したＩＤ・パスワードでe-Radにログインした上で「電子申請システム」にアクセスし、応募情報

（Ｗｅｂ入力項目）を入力、応募内容ファイル（添付ファイル項目）を添付することで、研究計画調書（ＰＤＦフ

ァイル）を作成する。

２－② 応募者は、作成した研究計画調書（ＰＤＦファイル）に不備がなければ、完了・提出操作を行うことで所属研

究機関担当者に研究計画調書（ＰＤＦファイル）を提出したことになる。

【応募者（研究代表者）の所属する研究機関の担当者】

３ 応募者の所属研究機関担当者が研究計画調書（ＰＤＦファイル）を承認することで、日本学術振興会に提出（送信）

される。

なお、応募者の提出した研究計画調書（ＰＤＦファイル）の不備又はその他の事由により承認しない場合は、却

下し応募者に修正を依頼する。

１

２－①

２－② ３




